
 

安全・安心なＧマークの安全性優良事業所  
＜Ｇマークの概要と目的＞ 

全日本トラック協会では、平成15年７月から利用者がより安全性の高いトラック運送事

業者を選びやすくするための環境整備を図るため、学識経験者等から構成される安全性評

価委員会において、事業者の安全性を評価・認定し、公表する「安全性優良事業所」（Ｇ

マーク）認定制度をスタートさせました。平成28年12月末現在、全国で23,414事業所（全

事業所の27.8%）がＧマークに認定され、全事業用トラックの44.0%が走行しています。東

京都内では、1,395事業所（全事業所の23.1%）が認定され、都内の事業用トラックの37.5%

が走行しています。そのうち1,309事業所が東京都トラック協会の会員です。 

 

＜Ｇマークの効果＞ 

 Ｇマーク取得事業所は、未取得事業所に比べて、事故の割合が約半分になっています。 

 

  

＜Ｇマーク取得における評価項目＞ 

①  安全性に対する法令の遵守状況（配点 40 点・基準点 32 点）  

適正化指導員による事業所の巡回指導結果、運輸安全マネジメントの  

取組状況を評価   

②  事故や違反の状況（配点 40 点・基準点 21 点）  

事故や行政処分の状況を評価  

③  安全性に対する取組の積極性（配点 20 点・基準点 12 点）  

安全対策会議の実施、運転者への教育などの取組を評価  
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これらの３つのテーマに、計 38 の評価項目が設けられています。 

 100 点満点中 80 点以上の評価など全ての認定要件をクリアした事業所だけが

「安全性優良事業所」として認定されます。また、認定された後も２～４年ごと

に更新審査があるため、認定事業所は安全性を維持し続ける必要があります。  

 

＜Ｇマーク認定によるインセンティブ＞ 

 安全性優良事業所に対しては、国土交通省などによるインセンティブが付与されていま

す。（平成 28年４月現在）  

  
＜Ｇマークの認定事業所を知るには？＞ 

安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）は、全日本トラック協会のホームページにて、事

業所名、住所、電話番号及び、希望する認定事業所のホームページリンク、主な輸送品目

を公表しています。 

 

・安全性優良事業所トップページ 

http://www.jta.or.jp/gmark/gmark.html 

・安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）都道府県別一覧表 

http://www.jta.or.jp/tekiseika/teki_list/gmark/index.html 

違反点数の消去
通常、違反点数は３年間で消去されますが、違反点数付与後２年間違反
点数の付与のない場合、当該違反点数を消去できます。

ＩＴ点呼の導入
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを
有する機器による営業所間又は車庫間での点呼が可能となります。

点呼の優遇
２地点間を定時で運行する形態の場合の他の営業所における点呼、同一
敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。

ＣＮＧトラック等に対する補助について、新車のみの導入については最低
台数要件が３台から１台に緩和されます。

補助制度の詳細
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000003.html）

安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一
定の高いレベルにある事業所が表彰されます。

表彰制度の詳細
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000013.html）

全日本トラック協会が行う会員事業者に対する助成事業に関し、予算の範
囲内で次の優遇措置が受けられます。

①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度に係る特別研修について、受
講料助成金の増額（通常７割→全額助成）

②安全装置等導入促進助成事業に係るＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点
呼に使用する携帯型アルコール検知器について、１台１万円の助成

③経営診断受診促進助成事業に係る診断助成金の増額（通常上限8万
円→10万円）

損害保険会社の一部企業では、運送保険等において独自の保険料割引
を適用しています。

 【割引制度のある保険会社（全ト協調べ）】

保険内容、割引制度等の詳細については、各保険会社にお問い合わせ下さい。

 ・ あいおいニッセイ同和損保 「運送業総合保険」

 ・ 損害保険ジャパン日本興亜「ビジネスマスター・プラス物流業プラン」

 ・ 四国交通共済協同組合

 ・ 岡山県トラック交通共済協同組合

 ※ 「ＩＴ点呼の導入」「点呼の優遇」など、ＩＴ点呼に係る規程については一部要件等が緩和されています(平成28
年７月１日施行）。詳細は『適正化だより 第16号』を参照してください。

保険料の割引損保会社

補助条件の緩和

安全性優良事業所表彰

国土交通省

全日本トラック協会 助成の優遇

http://www.jta.or.jp/gmark/gmark.html
http://www.jta.or.jp/tekiseika/teki_list/gmark/index.html

